
申請者名 所在地 事業所名 運営指導日 文書による指導の内容
指導に対する
是正状況

備　考

社会福祉法
人来島会

南国市 南海学園 R7.7.4 特になし

社会福祉法
人土佐福祉
会

土佐市 作業所土佐
ひまわり舎

R7.7.7 特になし

社会福祉法
人香南会

香南市 のぞみの家 R7.7.10 特になし

社会福祉法
人香南会

香南市 いきいき R7.7.24 　生活介護サービス費の基本報酬について、実際に
サービスを提供した時間に基づいて報酬を請求して
おり、過大な報酬を請求している事例も認められ
た。
　基本報酬は、実際のサービス提供時間ではなく個
別支援計画に位置づけられた標準的な時間に基づき
算定すべきものであるため、自主精査のうえ、過誤
請求など必要な措置を講ずること。

改善済

株式会社和 南国市 でいさーび
すうちんく
和なんごく

R7.8.1 特になし

社会福祉法
人土佐厚生
会

南国市 障害者支援
施設こくふ

R7.11.5 　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の指針がないため、整備すること。

改善済

社会福祉法
人一条協会

四万十市 四万十工房 R7.11.14 特になし

令和7年度運営指導結果
サービス種別：生活介護


